様式第５号(第7条関係)

中心商店街新規出店支援事業費補助金交付決定通知書


第　　　　　号
　　年　　　月　　　日　

　　　　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　      　　　　　　  

北見市長　

　　年　　　月　　　日付けで交付申請のあった標記補助金について、下記のとおり補助することに決定したので通知します。

記

1　補助対象事業名


2　補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　円（補助対象事業費　　　　　　　　円）

3　補助の条件
（1） 補助金は、目的以外に使用しないこと。
（2） 事業内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得ること。
（3） 事業終了後、実績報告書を作成し、速やかに市長あて提出すること。
（4） 補助対象経費に係る決算額が補助対象経費に満たないときは、補助金の額を減額すること。

4　補助金は、事業終了後、確定された金額を交付する。

5　補助条件に違反したとき、不正行為がなされたとき、その他市長が補助を不適当と認めたときは、補助の取消し、補助決定額の減額又は、既に交付された補助金を返還することとなります。
